
 

議案第１１５号 

 

平成２４年度さいたま市一般会計補正予算（第３号） 
 

 平成２４年度さいたま市一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，１００，９６３千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ４３４，５１８，７９４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （継続費の補正） 

第２条 継続費の追加は、「第２表 継続費補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

  平成２４年９月１２日提出 

 

                                 さ い た ま 市 長  清  水  勇  人 
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第２表

追　加 （単位　千円）

２４

２５

２４

２５

3 民生費 2
障害者福祉
費

障害福祉システム
再 構 築 事 業

９３，０３０

３９９，６７７

継　　続　　費　　補　　正　

款 事 業 名項 総　　額 年　度 年　割　額

４９２，７０７

１１０，０００

４４，０００

６６，０００

8 土木費 2
道路橋りょ
う費

一 般 国 道 463 号
歩 道 整 備 事 業
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第３表

追　加 （単位　千円）

事　　　　　         　項 期　　　間 限　　　度　　　額

武蔵浦和コミュニティセンター・老人福祉
センター武蔵浦和荘管理業務

平成２５年度から
平成２７年度まで

１，０５６，３３４

旧岩槻区役所庁舎等解体設計業務
平成２４年度から
平成２５年度まで

４，９００

債　務　負　担　行　為　補　正
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第４表

変　更

政府資金につい

てはその融資条

件により、銀行

その他の場合に

はその債権者と

協定するものに

よる。ただし、

市財政の都合に

より据置期間及

び償還期間を短

縮し、もしくは

繰上償還又は低

利に借換えする

ことができる。

5.0 ％
以 内

（ 補 正 前 に 同 じ 。 ）

地　　方 　債 　補 　正

償 還 の 方 法 起債の方法 償 還 の 方 法利 率限 度 額

（単位　千円）

限 度 額 起債の方法 利 率

720,000 747,700
普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

起 債 の
目 的

補 正 前

交 通 安 全
施 設
整 備 事 業

補 正 後
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